
令和５年豊明市議会定例会開会議会議案一覧 

 

議案番号 件   名 

選挙 ３ 議長の選挙について 

選挙 ４ 副議長の選挙について 

選任 １ 常任委員会の委員の選任について 

選任 ２ 議会運営委員会の委員の選任について 

選挙 ５ 東部知多衛生組合議会の議員の選挙について 

選挙 ６ 愛知中部水道企業団議会の議員の選挙について 

選挙 ７ 愛知県競馬組合議会の議員の選挙について 

選挙 ８ 尾三消防組合議会の議員の選挙について 

報告 １ 専決処分事項の報告について（豊明市税条例の一部改正） 

報告 ２ 専決処分事項の報告について（豊明市都市計画税条例の一部改

正） 

報告 ３ 専決処分事項の報告について（豊明市国民健康保険税条例の一部

改正） 

議案３７ 令和５年度豊明市一般会計補正予算（第２号）について 

 



選挙第３号  

 
   議長の選挙について  
 地方自治法第１０３条第１項の規定により選挙する。  

 
  令和５年５月１５日  

 



選挙第４号  

 
   副議長の選挙について  
 地方自治法第１０３条第１項の規定により選挙する。  

 
  令和５年５月１５日  

 



選任第１号  

 
   常任委員会の委員の選任について  
 豊明市議会委員会条例第７条第１項の規定により選任する。  

 
  令和５年５月１５日  

 



選任第２号  

 
   議会運営委員会の委員の選任について  
 豊明市議会委員会条例第７条第１項の規定により選任する。  

 
  令和５年５月１５日  

  



選挙第５号  

 
   東部知多衛生組合議会の議員の選挙について  
 東部知多衛生組合規約第６条の規定により選挙する。  

 
  令和５年５月１５日  

 



選挙第６号  

 
   愛知中部水道企業団議会の議員の選挙について  
 愛知中部水道企業団規約第６条第１項の規定により選挙する。  

 
  令和５年５月１５日  

 



選挙第７号 

 

   愛知県競馬組合議会の議員の選挙について 

 愛知県競馬組合規約第５条第１項の規定により選挙する。 

 

  令和５年５月１５日 

 

  



選挙第８号 

 

   尾三消防組合議会の議員の選挙について 

 尾三消防組合規約第５条第２項の規定により選挙する。 

 

  令和５年５月１５日 

 

 



報告第１号  
 
   専決処分事項の報告について  
 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、豊明市税条例の一部を改正す

る条例を別添のとおり専決したので、同条第２項の規定により議会に報告する。 
 

 令和５年５月１５日提出  
 
                 豊明市長  小 浮 正 典  



専決第１号  
 
   豊明市税条例の一部を改正する条例の専決処分書  
 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、豊明市税条例の一部を改正す

る条例を別添のように専決する。  
 

 令和５年３月３１日専決  
 

      
豊明市長  小 浮 正 典  



   豊明市税条例の一部を改正する条例 

 

豊明市税条例（昭和４７年豊明市条例第４４号）の一部を次のように改正す

る。 

第４４条中「第５号の１５様式」の次に「又は第５号の１５の２様式」を加

え、「によって」を「により」に改める。 

第４６条第１項及び第５項中「第２２号の４様式」の次に「又は第２２号の

４の２様式」を加える。 

第４８条第１項中「第２２号の４様式」の次に「又は第２２号の４の２様式」 

を加え、同条第２項中「においては」を「には」に改める。 

 第９０条第１項及び第５項並びに第９３条第１項中「第３４号の２の５様式」

の次に「又は第３４号の２の５の２様式」を加える。 

附則第８条第１項中「令和６年度」を「令和９年度」に改める。 

附則第１０条中「、第６３条又は第６４条」を「又は第６３条」に、「、第

６３条若しくは第６４条、第６１条又は第６２条」を「若しくは第６３条」に

改める。 

附則第１０条の２第３項中「附則第１５条第２６項第１号イ」を「附則第１

５条第２５項第１号イ」に改め、同条第４項中「附則第１５条第２６項第１号

ロ」を「附則第１５条第２５項第１号ロ」に改め、同条第５項中「附則第１５

条第２６項第１号ハ」を「附則第１５条第２５項第１号ハ」に改め、同条第６

項中「附則第１５条第２６項第１号ニ」を「附則第１５条第２５項第１号ニ」

に改め、同条第７項中「附則第１５条第２６項第２号イ」を「附則第１５条第

２５項第２号イ」に改め、同条第８項中「附則第１５条第２６項第２号ロ」を

「附則第１５条第２５項第２号ロ」に改め、同条第９項中「附則第１５条第２

６項第２号ハ」を「附則第１５条第２５項第２号ハ」に改め、同条第１０項中

「附則第１５条第２６項第３号イ」を「附則第１５条第２５項第３号イ」に改

め、同条第１１項中「附則第１５条第２６項第３号ロ」を「附則第１５条第２

５項第３号ロ」に改め、同条第１２項中「附則第１５条第２６項第３号ハ」を

「附則第１５条第２５項第３号ハ」に改め、同条第１３項中「附則第１５条第

２９項」を「附則第１５条第２８項」に改め、同条第１４項中「附則第１５条



第３３項」を「附則第１５条第３２項」に改め、同条第１５項中「附則第１５

条第３４項」を「附則第１５条第３３項」に改め、同条第１６項中「附則第１

５条第４３項」を「附則第１５条第４２項」に改め、同条第１７項中「附則第 

１５条第４４項」を「附則第１５条第４３項」に改め、同条中第１９項を削る。 

附則第１５条の３を削り、附則第１５条の３の２を附則第１５条の３とする。 

附則第１５条の７第３項を削る。 

附則第１６条第１項中「第８項」を「第４項」に改め、同条第２項中「令和

２年４月１日から令和３年３月３１日まで」を「令和４年４月１日から令和８

年３月３１日まで」に、「令和３年度分」を「、当該初回車両番号指定を受け

た日の属する年度の翌年度分」に改め、同条第３項から第６項までを削り、同

条第７項中「附則第３０条第７項」を「附則第３０条第３項」に、「３輪以上

のガソリン軽自動車」を「３輪以上の法第４４６条第１項第３号に規定するガ 

ソリン軽自動車（以下この項及び次項において「ガソリン軽自動車」という。）」 

に改め、「、当該ガソリン軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月３１

日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の 

種別割に限り」を削り、「令和５年３月３１日」を「令和８年３月３１日」に、 

「令和５年度分」を「、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年

度分」に、「第３項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句」を「同条第２号ア（イ）中「３，９０

０円」とあるのは「２，０００円」と、同号ア（ウ）ａ中「６，９００円」と

あるのは「３，５００円」」に改め、同項を同条第３項とし、同条第８項中「 

附則第３０条第８項」を「附則第３０条第４項」に改め、「、当該ガソリン軽

自動車が令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間に初回車両番号指

定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、「令

和５年３月３１日」を「令和７年３月３１日」に、「令和５年度分」を「、当

該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」に、「第４項の表の

左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に

掲げる字句」を「同条第２号ア（イ）中「３，９００円」とあるのは「３，０ 

００円」と、同号ア（ウ）ａ中「６，９００円」とあるのは「５，２００円」」

に改め、同項を同条第４項とする。 



 附則第１６条の２第１項中「第８項」を「第４項」に改める。 

附則第１７条の２第１項及び第２項中「令和５年度」を「令和８年度」に改

める。 

附則第２４条中「。次条において「新型コロナウィルス感染症特例法」とい

う。」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第２条 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の豊明市税条例（以

下「新条例」という。）の規定中固定資産税に関する部分は、令和５年度以

後の年度分の固定資産税について適用し、令和４年度分までの固定資産税に

ついては、なお従前の例による。 

２ 令和３年４月１日から令和５年３月３１日までの期間（以下この項におい

て「適用期間」という。）内に地方税法等の一部を改正する法律（令和３年

法律第７号）附則第１条第４号に掲げる規定による改正前の地方税法（昭和

２５年法律第２２６号）附則第６４条に規定する中小事業者等（以下この項

において「中小事業者等」という。）が取得（同条に規定する取得をいう。

以下この項において同じ。）をした同条に規定する特例対象資産（以下この

項において「特例対象資産」という。）（中小事業者等が、同条に規定する

リース取引（以下この項において「リース取引」という。）に係る契約によ

り特例対象資産を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得を

した同条に規定する先端設備等に該当する特例対象資産を、適用期間内にリ

ース取引により引渡しを受けた場合における当該特例対象資産を含む。）に

対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 令和元年１０月１日から令和３年１２月３１日までの間に取得された

この条例による改正前の豊明市税条例附則第１５条の３及び第１５条の７第

３項に規定する３輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割

については、なお従前の例による。 



２ 新条例附則第１６条の規定は、令和５年度以後の年度分の軽自動車税の種

別割について適用し、令和４年度分までの軽自動車税の種別割については、

なお従前の例による。 



報告第２号  
 
   専決処分事項の報告について  
 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、豊明市都市計画税条例の一部

を改正する条例を別添のとおり専決したので、同条第２項の規定により議会に

報告する。  
 

 令和５年５月１５日提出  
 
                 豊明市長  小 浮 正 典  



専決第２号  
 
   豊明市都市計画税条例の一部を改正する条例の専決処分書  
 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、豊明市都市計画税条例の一部

を改正する条例を別添のように専決する。  
 

 令和５年３月３１日専決  
 
                 豊明市長  小 浮 正 典     



豊明市都市計画税条例の一部を改正する条例 

 

豊明市都市計画税条例（昭和４７年豊明市条例第４５号）の一部を次のよう

に改正する。 

附則第２項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３３項」を「附則第１５

条第３２項」に改める。 

 附則第３項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３４項」を「附則第１５

条第３３項」に改める。 

附則第４項（見出しを含む。）中「附則第１５条第４４項」を「附則第１５

条第４３項」に改める。 

附則第１７項中「第１０項、第１４項から第１８項まで、第２０項、第２１

項、第２５項、第２８項、第３２項から第３６項まで、第３９項、第４０項若

しくは第４４項」を「第９項、第１３項から第１７項まで、第１９項、第２０

項、第２４項、第２７項、第３１項から第３５項まで、第３８項、第３９項、

第４３項若しくは第４６項」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

第２条 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の豊明市都市計画税

条例（以下「新条例」という。）の規定は、令和５年度以後の年度分の都市

計画税について適用し、令和４年度分までの都市計画税については、なお従

前の例による。 

第３条 この条例の施行の日から地域公共交通の活性化及び再生に関する法律

等の一部を改正する法律（令和５年法律第 号）附則第１条第２号に掲げる

規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第１７項の規定の適用に

ついては、同項中「、第４３項若しくは第４６項」とあるのは、「若しくは

第４３項」とする。 



報告第３号  
 

専決処分事項の報告について  
地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、豊明市国民健康保険税条例の

一部を改正する条例を別添のとおり専決したので、同条第２項の規定により議

会に報告する。  
 

令和５年５月１５日提出  
 
                 豊明市長  小 浮 正 典  



専決第３号  

 
 豊明市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分書  

 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、豊明市国民健康保険税条例の

一部を改正する条例を別添のように専決する。 

 

  令和５年３月３１日専決  

 
                 豊明市長  小 浮 正 典     

  



豊明市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

 豊明市国民健康保険税条例（昭和４７年豊明市条例第４６号）の一部を次の

ように改正する。 

第２３条第１項第２号中「２８万５千円」を「２９万円」に改め、同項第３

号中「５２万円」を「５３万５千円」に改める。 

第２４条中「第２６条」を「第２６条第１項」に改める。 

第２６条第２項中「その他の特例対象被保険者等であることの事実を証明す

る書類」を「又は雇用保険受給資格通知（同令第１９条第３項に規定するもの

をいう。）」に改める。 

附則第２項中「第２３条第１項」を「第２３条」に、「同項」を「同条第１

項」に改める。 

附則第３項、第４項、第６項から第９項まで、第１２項及び第１３項中「第

２３条第１項の」を「第２３条の」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

第２条 この条例による改正後の豊明市国民健康保険税条例の規定は、令和５

年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和４年度分までの国

民健康保険税については、なお従前の例による。 
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